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第 1章	 序論

1.1	 研究の背景

わが国では 2017年 2月に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供

給の促進に関する法律」が改正され，住宅確保要配慮者の入居を拒ま

ない住宅の登録が始まり，住宅確保・居住支援を行う住宅確保要配慮

者居住支援法人（以下，居住支援法人と表記）として民間の NPO法人

や社会福祉法人が都道府県から指定されるようになった。以来，居住

支援法人数は着実に増加する一方で，居住支援活動の持続可能性への

課題が明らかになっており，各居住支援法人の財政面の工夫が求めら

れている 2)。一方，イギリスでは民間の非営利組織であるハウジング

アソシエーション（以下，HA）が 1970年代の発達以降，居住支援およ

び社会住宅の主要プロバイダーとしての役割を担ってきた。現在 HA

はロンドンの新規住宅供給の約 1/3を担うまでに発展しておりその活

躍は目覚ましい。80年代に公共の役割を見直し民間の非営利セクター

の役割を拡大してきたイギリスの住宅政策は，今日の日本の公的住宅

の管理支援の在り方に参考になるといえ，本研究では日本の先行事例

として HAを位置づけることとする。

1.2	 研究の目的と方法

本研究ではイギリスの社会住宅の管理・居住支援の主要プロバイ

ダーとしての HAの活動規模・地域の地理的な関係の把握，供給する住

宅や居住支援の種類の把握に加えて，社会住宅という利益をあげにく

いの住宅の供給運営において安定的な運営が可能となっている背景を

把握するため，財務基盤の分析と行政による社会住宅の支援政策の概

要を把握することを目的とする。研究の方法として，まず現在の活動

内容を明らかにするため研究対象とする HAの 2018年２月時点のウェ

ブサイトを参照しデータベース化した。次に各 HAの財務状況を明ら

かにするため公開している財務諸表を元に財務分析を行った。さらに

HAの実態・その背景にある社会基盤について現状を伺うべく 2019年９

月にロンドン市内にて，Peabody Trust,大ロンドン庁，設計事務所

Levitt Bernstein,計画開発のコンサルティング組織 Quodにそれぞれ

1-2時間のインタビューを行った。

1.3	 既往研究と本研究の位置付け

ハウジングアソシエーションに関する研究は日本では中島（1990），

横田・佐藤（1995）の研究が挙げられるが，中島（1990），横田ら（1995）

は 90年代の HAの活動とその変革について紹介するに留まっている。

これを受けて HAの運営の仕組みを分析した研究が堀田・塩崎（1999）

である。
 

堀田・塩崎 (1999)は HAの住宅供給・管理活動の変化と組織構

成の変容について述べ，組織編成構造といった点から HAの運営を論じ

た。また堀田・塩崎 (2000)は HAによる若者支援プロジェクトの支援実

態を明らかにした。これらは運営構造の分析においていずれも HAのグ

ループストラクチャー等の組織論に着目しているが，HAの運営の財政

的構造は明らかにしていない。一方イギリスの住宅政策に関する研究

は数多くあるが，近年の研究として所（2014）の研究がある。所（2014）

はサッチャー政権以降 2010年代の住宅政策まで言及し，日本に対する

示唆として「住宅」の視点だけでなく個別のニーズや「居住環境」全体を

社会的包摂の在り方と関連させて検討する必要性があると述べている。

上述のとおり，HAの活動とイギリスにおける住宅政策を照合しつつ

実態を論じた研究には 90年代からの蓄積があるが，これらによって

明らかになっているのは HAのグループストラクチャーや組織編成に

着目した運営実態である。本研究においては，これまで扱われていな

かった HAの収益構造に着目し，住宅政策や居住支援の在り方と照ら

財務分析に基づくハウジングアソシエーションによる社会住宅供給と居住支援の実態
―ロンドンの G15を対象として―
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し合わせながら現在の持続的な運営の仕組みを研究するものである。

第 2章	 基本的な概念

2.1	 ハウジングアソシエーションとは

HAは“非営利をベースとして住宅ニーズのある人々に低価格の社会

住宅を提供することを目的として設立された独立組織である”とイギ

リス政府によって説明されている 3）。HAはイギリスの社会住宅のプロ

バイダー PRP（Private Registered Provider）として社会住宅規制局

Regulator of Social Housingに登録する必要があり，2018年３月末

時点で 1,395団体が登録されている 4）。

2.2	 イギリスの住宅政策における HA の変容の経緯

HAの定義にもある通り，HAは社会住宅のプロバイダーとして発足し

た機関であるが，現在では冒頭に述べた通り，居住支援のプロバイ

ダーとしての役割も同時に担っている。本節では HAが居住支援も担

うようになるまでの系譜を整理する。

1974年以前の HAの活動は単身者と高齢者を中心とした賃貸住宅供

給と低家賃住宅の供給であった。1974年住居法により HAが低家賃の

賃貸住宅を供給できるよう補助金制度を改訂され，HAは公営住宅供給

において地方自治体の活動を補完する役割を求められるようになっ

た。「小さな政府」を目指したサッチャー政権のもと 1988年住居法で

は公営住宅ストックの大規模自主移管（LSVT）が導入され，23万戸の

公営住宅が HAへと移管され，管理組織としての役割を担うようになっ

た。1989年以降 HAの活動は多様化し，ケア・サポートなどの居住支援

を直接的に提供するようになり，現在に至る。

2.3	 現在のイギリスおよびロンドンの状況と HA の役割

近年イギリスは移民による人口増加と住宅価格の高騰の影響により

住宅不足，特に低所得者を対象とした低額の住宅であるアフォーダブ

ル住宅の不足に陥っており，特に首都ロンドンではこれが深刻化して

いる。HAは住宅供給の担い手として特にアフォーダブル住宅の早急な

建設を要請されており，ロンドンにおいては市長サディク・カーンよ

り 48億ポンドの投資によって 2015-2022年に目標戸数 116,000戸の住

宅を建設するという住宅戦略が発表されている。

2.4	 研究対象

研究対象エリアは主要な HAが活発な活動を行う地域であるロンド

ンを対象とする。

研究対象はロンドンの最大規模の HA群 "G15"に所属する 12の HAと

する。G15所属 HAの管理住宅戸数は約 60万戸にものぼり，ロンドンの

住民の 10人に１人が G15の住宅に住んでいるとされる。G15は住宅供

給において大ロンドン庁と戦略的パートナーシップを結んでおり，イ

ギリスの HAの中でも最も先進的な活動を行う HA群とみなすことがで

きる。以下分析において(Tab.1)で指定した記号により各HAを表記する。

記号 設立年 組織名 管理戸数* 居住者数* 活動地域 設立年

HA01 2016 Clarion Housing Group 125,000 360,000 London, Southeast England, East of England, East Midlands 2016

HA02 1963 L&Q 95,000 250,000 London, Southeast England

HA03 2018 Metropolitan Thames Valley 57,000 - London, Southeast England, East Midlands and East of England

HA04 2018 Notting Hill Genesis 55,000 170,000 London, Southeast England

HA05 1862 Peabody Trust 55,000 111,000 London, Southeast England 1862

HA06 1967 Hyde Group 50,000 100,000 London, Southeast England

HA07 2017 Optivo 44,000 90,000 London, the South East and the Midlands

HA08 2008 A2Dominion Group 37,248 65,000 London, Southeast England

HA09 1910 Southern Housing Group 27,000 72,000 Southeast England

HA10 2002 Catalyst Housing 21,000 40,000 London, Southeast England

HA11 1988 Network Homes 20,000 - London, Hertfordshire and the South East

HA12 1966 One Housing Group 16,000 11,500 London, Southeast England
*2018年8月時点

Tab.1	 G15 に所属する HA の概要
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第 3章	 G15 の活動状況

3.1	 活動地域

HAと行政区の関係は１対１ではなくひとつの HAが複数の行政区

の中で住宅供給・管理を行っている（Fig.1）が，HAの事務所・コ

ミュニティセンターの位置関係から活動エリアには偏りが見られ，

各 HAがメインのエリアを持っているということがわかる。さらに

Peabody(HA05)の例から大きな HAが他の HAを吸収・合併することで活

動範囲を拡大するという例が確認できた。

3.2	 組織構造

HAの組織構造は活動内容の広がりに応じて変容してきた歴史があり

巨大 HAグループである G15所属 HAでは特に中小規模の HAを吸収・合

併しながらグループストラクチャーおよび内部組織構造を巨大化して

きた。Peabody(HA05)を例にとると，Peabody Trustを親組織として，

吸収した HAとチャリティ財団によって構成されたグループストラク

チャーがあり，このグループ全体を取りまとめる取締役会がある。さ

らに Peabody Trust内部には 3000人余りの職員が働いており，機能別

の７つの部門，その下に29のチームがあるという複雑な組織構造を持つ。

3.3	 住宅供給の実施状況

1)	 住宅の種類と家賃

HAによる住宅供給の特徴のひとつとして，低所得者等特定のニーズ

層を対象とする低価格の住宅（社会住宅 Social Housing）と一般層の

ための市場価格帯の住宅（非社会住宅 Private Housing）の両方を提

供していることが挙げられる。一般に社会住宅には入居要件の違いに

応じて家賃体系等にいくつかの種類があり，財務分析を行う上でこれ

らの違いを表に整理した（Tab.2）。

2)	 G15 の実施状況

住宅種類別に管理戸数を表したグラフが（Fig.2）である。ほとんど

の HAが全ての種類の住宅を提供しており，管理戸数で見ると社会住

宅が平均 88.5％を占めていた。さらに最もストック数の多い住宅は

家賃が最も低額なソーシャルレント（平均で全体の 60.2％）であり，

サポート付住宅（平均 6.6％）やキーワーカーの住宅（平均 1.4％）と

いった特殊な住宅の管理戸数は少ない傾向にあった。

3.4	 居住支援の実施状況

1)	 G15 の実施状況

G15内での居住支援活動の提供状況をデータベース化した図が

（Tab.3）である。高齢者・若者・薬物中毒者・ホームレスなど様々な

対象への 28種類の居住支援が確認できた。これらを３つの種類（施設

運営，訪問支援，地域貢献）に分類した。

2)	 運営方法

Peabody(HA05)へのヒアリングをもとに居住支援活動の運営方法に

ついて概要をまとめた（Tab.4）。施設運営による支援・訪問支援につ

いては地方自治体から受託された支援であるため補助金を受領してお

り，さらに訪問支援については HAが管理する住宅以外の住宅にも出

向いて提供しているということがわかった。一方で地域貢献活動に分

類される支援の多くが HAが自主的に提供する独自の活動であり，コ

ミュニティセンターでの習い事・就労支援・若者支援に関しては周辺

地域住民の利用することができるということがわかった。

Tab.2	 社会住宅の家賃体系 Tab.3	 G15 の居住支援活動実施状況（2019 年 2 月時点）

Tab.4	 居住支援活動の運営概要

Fig.1	 住宅供給活動 -G15 の実施状況（2019 年 2 月時点）

Fig.2	 G15 における住宅種類別住宅ストック数
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4.4	 キャッシュフローの分析

キャッシュフロー計算書を用いて HAの一年間のキャッシュイン・

キャッシュアウトを分析した。キャッシュインは営業剰余金から課税　

費等を差し引いて割り出される年間黒字のほか，住宅資産の売却が大

部分を占めていた。一方でキャッシュアウトは資産の購入・開発が大

部分を占めていた（Fig.7）ことから，HAが住宅資産のポートフォリオ

の入れ替えを積極的におこなっており，またキャッシュのほとんどが

新規住宅獲得へと充てられていることがわかった。

第 4章	 G15 の財務分析

4.1	 分析の目的と対象

前述のとおり G15では住宅供給活動・居住支援活動と多岐に渡る支

援を提供しているが，これらの支援が一元的に提供されているとい

う点が HAの特徴であると言える。本章では財務諸表を用いて各組織

におけるそれぞれの部門の収支関係の在り様を把握し，組織内での

収益構造を明らかにする。分析対象は各 HAの 2018年 3月 31日締めの

年間財務諸表 Financial Statements 2018である。まず営業剰余金

Operating Surplus6)を分析することで HAの部門ごとの収益関係を把

握する。次に連結キャッシュ・フロー計算書 Consolidated statement 

of cash flowsを分析することで HAの営業剰余金の使途を分析する。

4.2	 HA の営業剰余金 Operation	Surplus の分析

HAの営業剰余金 Operating Surplusの内訳を示す（Fig.3）。全体の

傾向として，HAの活動に赤字の部門は少なく活動全体で剰余金が大き

く黒字であることがわかった。HAごとに剰余金の内訳を割合で見る

と（Fig.4）全ての HAで社会住宅の賃貸による剰余金が突出して高く，

また他の住宅供給活動に関しても全て黒字であったため，住宅供給活

動全般が HAにとって大きな収入源となっていることがわかった。一

方，居住支援活動にあたるケアとサポート部門に関しては HAによっ

て黒字・赤字がばらばらであり，さらにその額も小さいことから利益

を上げるためではなく福祉的対応として取り組んでいるという実態が

財政面からも確認できた。

4.3	 社会住宅の営業剰余金の分析

剰余金の大きかった社会住宅の剰余金について，さらに住宅種別に

内訳（Fig.5）を見ると，どの HAもソーシャルレントの剰余金が半分

以上を占めていたが，ソーシャルレントは 1住戸あたりの家賃が最も

低額であるから，これは管理戸数との相関によるものだと想定でき

る。そこで，家賃体系別の年間剰余金を管理戸数で割った値を一住戸

あたりの年間利益とし，各 HAの値を箱ひげ図において家賃体系種別

に分類すると（Fig.6）の通りであった。一住戸あたりの年間利益で見

ると，中央値は市場家賃住宅が最も高く，賃貸に関して社会住宅供給

活動の利益順は家賃の割引額の順位と一致していた。つまり，部門別

でみた場合に社会住宅の利益が最も多かったのは管理戸数との相関に

よる結果だということがわかった。また，サポート付住宅・キーワー

カーの住宅という特別な対象者に対してのみ提供されている住宅は利

益が小さく，特にサポート付住宅では利益の最低値がマイナスになっ

ていた。ここからも非営利として居住福祉に取り組む実態を把握した。

Fig.3	 営業剰余金 Operating	Surplus の内訳
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以上を総括すると，HAは，住宅供給，特に社会住宅の家賃収入に

よって活動資金の大部分を賄いながら，一般の賃貸・分譲からも利益

を確保して，住宅資産を積極的に入れ替えながら得た利益のほとんど

を新な住宅の開発・購入へと充てていることが明らかになった。

第 5章	 HA の活動を支える社会基盤と自主財源の確保

5.1	 ロンドン市の住宅供給への取り組み

本章では前述のような活動・財務構造を可能にしている行政による

社会住宅の支援政策の概要と HAの自主財源の確保の仕組みを明らか

にする。ロンドンでは 2015-2022年に 48億ポンドの投資によって目標

戸数 11.6万戸のアフォーダブル住宅を供給する Homes for Londoners

というプログラムを実施している。HA・カウンシル・民間開発事業者

がアフォーダブル住宅を開発する際に建設費を一部補助することでロ

ンドンの住宅の50％をアフォーダブル住宅にすることを目指している。

5.2	 HA によるアフォーダブル住宅建設までの供給プロセス（Fig.8）

HAがアフォーダブル住宅を開発する際，まず前述の補助金を受領す

るため行政の指定したアフォーダブル住宅のユニット割合を満たす計

画概要を作成し（①），GLAに補助金を依頼する（②）。他の HAと競合し

認められると補助金が交付される（③）。多くの場合ここで HAは開発

計画時に地方自治体 Councilや民間開発事業者と JVを結び（④），設計

者と協働してマスタープランの作成（⑤）と実行可能性の計算（⑥）を

行う。ここで特徴的なのが計画許可申請（⑧）前に執り行う s106協定

の締結（⑨）である。HAを含む全ての住宅供給者は 10ユニット以上の

住宅を開発する際に s106協定を締結し，Homes for Londonersによっ

て定められた閾値 35％以上のアフォーダブル住宅を供給しなければ

計画許可が下りないため，これをクリアする開発計画が必須である。

5.3	 HA による自主財源の確保

Homes for Londonersの補助金によって賄えるのは建設費の 20％に

過ぎず，HAは残りの 80％を自主的に確保しなければならない。ヒア

リングの結果 HAの資金調達の手段には，クロスサブシディーと銀行

からの融資の２つがあることがわかった。

クロスサブシディーとは HAの活動によって得た利益を開発計画費

に充てることを意味し，これは複数の方法があった。一つは既存の住

宅ストックの家賃の流用である。第４章で確認できた通り HAは家賃

による収益が最も多いが，この背景には 1980年代の公営住宅の払い

下げによって大量の住宅ストックを取得し以降着実にその数を増や

し続けているため住宅ストックが多いこと，ロンドンは空き家率が

1.9％と非常に低いこと，アフォーダブル住宅の家賃収入は住宅手当

（Fig.9）によって行政から保障されていることが挙げられる。住宅手

当は所得が低く家賃を支払う余裕のない者に交付され，家賃もしくは

地域住宅手当 LHAという世帯規模・居住地域に基づいて金額決定され

る手当を受け取ることが出来るため HAは安定的に家賃収入を得るこ

とが出来るという仕組みになっていることがわかった。

次に計画開発自体で収支を賄う方法として，アフォーダブル住宅と

一般住宅を一つのプロジェクトに混在させ，建設時に先んじて一般住

宅を売却し売上を建設費に充てるといったことが行われていたが，近

年ロンドンでは EU離脱の煽りを受け市場が不安定になっており，こ

ういった一般住宅の売却を前提とした開発計画は今後リスクが高くな

るという可能性が指摘できる。

第 6章	 結論

HAは住宅供給・居住支援と手広くも行き届いた福祉支援を提供する

ことができている。財務状況から見ると居住支援の提供に関しては福

祉的な取り組みとしての意味合いが強い一方で，住宅供給に関しては

一般の分譲・賃貸も含めて重要な収入源としての役割も果たしていた。

その背景には大量の住宅ストック・低い空き家率・住宅手当の交付に

よって安定的に家賃収入が得られるという社会基盤がある一方で，行

政からアフォーダブル住宅の大量供給を要請され，建設費の 80％を

賄うために住宅開発時に利益を考慮した開発計画を建てざるを得ない

という状況も生まれている。以上の通り HAは様々な問題も抱えてい

るが住宅ストックを活用し幅広い居住支援も提供しながら自立的に発

展し続けており，その HAの運営や運営構造からわが国が学べる点は

多いといえる。
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